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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告依頼受付サーバにて広告主からの広告依頼を受け付け、
コード組込画像記録装置のコード生成手段により対象物品に記録する該対象物品の複数の
詳細情報をそれぞれパターン化してマトリックス式の二次元バーコードを複数生成し、
前記コード組込画像記録装置の制御装置により通信装置を用いて前記広告依頼をした広告
主の広告ロゴマークを前記広告依頼受付サーバの記憶装置または電子メールから取得し、
前記コード組込画像記録装置の制御装置により該広告ロゴマークの有色部分からはみ出さ
ないように複数の二次元バーコードの組み込みを許容する複数のバーコード組込領域を設
定してロゴ雛型データを作成し、
コード組込画像生成手段により前記ロゴ雛型データの前記バーコード組込領域に上記二次
元バーコードの組込みを行って該二次元バーコードとなる複数の前記詳細情報を全て使用
して前記詳細情報が空になれば前記広告ロゴマークの地模様を前記バーコード組込領域に
嵌め込み合成したコード組込画像を生成し、
記録手段により上記コード組込画像を対象物品に視認可能に記録する
コード組込画像記録方法。
【請求項２】
　対象物品に関する複数の詳細情報をそれぞれパターン化してマトリックス式の複数の二
次元バーコードを生成するコード生成手段と、
広告主の広告ロゴマークを広告依頼受付サーバの記憶装置または電子メールから取得する
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手段と、
該広告ロゴマークの有色部分からはみ出さないように複数の二次元バーコードの組み込み
を許容する複数のバーコード組込領域を設定しロゴ雛型データを作成する手段と、
前記広告ロゴマークの前記ロゴ雛型データに上記二次元バーコードの組込みを行って該二
次元バーコードとなる複数の前記詳細情報を全て使用して前記詳細情報が空になれば前記
広告ロゴマークの地模様を前記バーコード組込領域に嵌め込み合成したコード組込画像を
生成するコード組込画像生成手段と、
上記コード組込画像を対象物品に視認可能に記録する記録手段とを備えた
コード組込画像記録装置。
【請求項３】
　コード組込画像を記録するコード組込画像記録装置と、
広告主からの広告依頼を受け付ける広告依頼受付サーバとを備えたコード組込画像記録シ
ステムであって、
前記コード組込画像記録装置には、
前記対象物品に関する複数の詳細情報をそれぞれパターン化してマトリックス式の複数の
二次元バーコードを生成するコード生成手段と、
前記広告依頼をした広告主の広告ロゴマークを前記広告依頼受付サーバの記憶装置または
電子メールから取得する手段と、
該広告ロゴマークの有色部分からはみ出さないように複数の二次元バーコードの組み込み
を許容する複数のバーコード組込領域を設定しロゴ雛型データを作成する手段と、
前記広告ロゴマークの前記バーコード組込領域に上記二次元バーコードの組込みを行って
該二次元バーコードとなる複数の前記詳細情報を全て使用して前記詳細情報が空になれば
前記広告ロゴマークの地模様を前記バーコード組込領域に嵌め込み合成したコード組込画
像を生成するコード組込画像生成手段と、
上記コード組込画像を対象物品に視認可能に記録する記録手段とを備えた
コード組込画像記録システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば広告付きのバーコード等を対象物品に記録するようなコード組込画
像記録方法とその装置、及びそのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、情報を記録する方法としてバーコードを用いる方法が広く普及している。このバ
ーコードに広告に関連する機能を付与する方法として、チラシ等の広告の一部にバーコー
ドを印刷し、このバーコードを読み取ることで所定のサーバにアクセスすることができ、
このサーバにて提供されるホームページからより詳細な広告情報を得られるといったもの
が提案されている。
（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－０７２９４２号公報
【特許文献２】特開２００２－１０８７４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、このようなバーコードの利用は、広告主がチラシ等の広告媒体に掲載しきれな
い広告内容を、広告媒体に印刷したバーコードからホームページにアクセスすれば閲覧で
きるようにして、需要者が取得可能な広告の情報量を増加したにすぎないものであった。
【０００５】
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　従って、バーコードを利用することで新たな顧客開拓に繋がるといったものではなく、
また対象とする需要者層を絞り込めるようなものでも無かった。
【０００６】
　この発明は、上述の問題に鑑み、需要者層を絞り込んだ広告が可能となり、これと共に
物品に情報を記録することができるコード組込画像記録方法とその装置及びそのシステム
を提案し、新しい広告媒体を提供すると共に物品についての情報を知りたい需要者の満足
度を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は、広告依頼受付サーバにて広告主からの広告依頼を受け付け、コード組込画
像記録装置のコード生成手段により対象物品に記録する該対象物品の複数の詳細情報をそ
れぞれパターン化してマトリックス式の二次元バーコードを複数生成し、前記コード組込
画像記録装置の制御装置により通信装置を用いて前記広告依頼をした広告主の広告ロゴマ
ークを前記広告依頼受付サーバの記憶装置または電子メールから取得し、前記コード組込
画像記録装置の制御装置により該広告ロゴマークの有色部分からはみ出さないように複数
の二次元バーコードの組み込みを許容する複数のバーコード組込領域を設定してロゴ雛型
データを作成し、コード組込画像生成手段により前記ロゴ雛型データの前記バーコード組
込領域に上記二次元バーコードの組込みを行って該二次元バーコードとなる複数の前記詳
細情報を全て使用して前記詳細情報が空になれば前記広告ロゴマークの地模様を前記バー
コード組込領域に嵌め込み合成したコード組込画像を生成し、記録手段により上記コード
組込画像を対象物品に視認可能に記録するコード組込画像記録方法またはその装置である
ことを特徴とする。
【０００８】
　前記広告依頼受付サーバは、ホームページから広告依頼を受け付けるＷＥＢサーバ、電
子メールにより広告依頼を受け付けるＰＯＰサーバ等、広告依頼を受付可能なコンピュー
タで構成することを含む。
【０００９】
　前記二次元バーコードは、マトリックス式の二次元バーコードで構成することを含む。
【００１０】
　前記コード生成手段は、情報に基づいて前記コードを作成する処理を実行するＣＰＵや
ＭＰＵ等の演算手段で構成することを含む。
【００１１】
　前記画像は、ロゴマーク画像やマスコット画像等、適宜の画像で構成することを含み、
モノクロ２値画像、グレースケール画像、あるいはカラー画像で構成することを含む。
【００１２】
　前記コード組込画像生成手段は、予め用意した前記画像又は作成した前記画像のうち、
予め設定した所定部位あるいは任意に設定する任意部位に前記コードを組込む処理を実行
するＣＰＵやＭＰＵ等の演算手段で構成することを含む。
【００１３】
　前記記録手段は、所定のインクで印刷する印刷手段、微細なレーザーにより模様の焼付
けを行うレーザー照射装置、又は、情報を記録する対象物品に刻印を行う刻印手段等、画
像を記録可能な手段で構成することを含む。
【００１４】
　前記対象物品は、野菜や果物といった青果又はその他の食料品、電子基板や電子機器、
プラスチック成形品、広告、書籍、又は文房具等、様々な物品で構成することを含む。
【００１５】
　前記構成により、コードを組込んだ画像を対象物品に視認可能に記録することができ、
例えばバーコード付きの広告画像を印刷するといったことが可能となる。　
　この場合、コードを付すことによるコスト増を広告量収入で賄うといったことが可能と
なる。従って、対象物品の需要者等にはコードによって対象物品に関する詳細情報を提供
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し、広告を希望する企業等は対象物品の需要者層へ画像による広告を行うといったことが
できる。　
　また、広告掲載の受発注を自動化することができ、広告掲載契約の正確性を確保するこ
とができる。
【００１６】
　またこの発明は、コード組込画像を記録するコード組込画像記録装置と、広告主からの
広告依頼を受け付ける広告依頼受付サーバとを備えたコード組込画像記録システムであっ
て、前記コード組込画像記録装置には、前記対象物品に関する複数の詳細情報をそれぞれ
パターン化してマトリックス式の複数の二次元バーコードを生成するコード生成手段と、
前記広告依頼をした広告主の広告ロゴマークを前記広告依頼受付サーバの記憶装置または
電子メールから取得する手段と、該広告ロゴマークの有色部分からはみ出さないように複
数の二次元バーコードの組み込みを許容する複数のバーコード組込領域を設定しロゴ雛型
データを作成する手段と、前記広告ロゴマークの前記バーコード組込領域に上記二次元バ
ーコードの組込みを行って該二次元バーコードとなる複数の前記詳細情報を全て使用して
前記詳細情報が空になれば前記広告ロゴマークの地模様を前記バーコード組込領域に嵌め
込み合成したコード組込画像を生成するコード組込画像生成手段と、上記コード組込画像
を対象物品に視認可能に記録する記録手段とを備えたコード組込画像記録システムとする
ことができる。
【００１７】
　これにより、複数の広告主と、複数の対象物品生産者や対象物品販売者が参加可能なシ
ステムを提供し、利用者の満足度を向上させることができる。
【００１８】
　なお、この発明の態様として、前記広告ロゴマークと前記対象物品の少なくとも一方を
複数記憶しておき、前記広告ロゴマークと前記対象物品の少なくとも一方を検索許容して
もよい。この場合、広告掲載が可能な対象物品の閲覧や、広告掲載を希望する広告募集の
閲覧を可能として、検索を容易にして的確な対象物品に広告掲載を行うことが可能となる
。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明により、画像により広告掲載する対象物品を選択することで需要者層を絞り込
んだ広告が可能となり、これと共に、対象物品に情報を記録して対象物品、生産者、販売
者、広告主、又はこれらの複数の組み合わせに関する情報を需要者等に提供することが可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　この発明の一実施形態を以下図面と共に説明する。　
　まず、図１に示すシステム構成図と共に、バーコード組込ロゴ書込みシステム１のシス
テム構成に付いて説明する。
【００２１】
　バーコード組込ロゴ書込みシステム１は、広告主サーバ１０、生産者サーバ２０、広告
契約サーバ３０、広告主操作端末４０、生産者操作端末５０、及び需要者操作端末６０を
、インターネット３に接続して備えている。
【００２２】
　広告主サーバ１０は、ＷＥＢサーバプログラム、及びホームページデータを格納してお
り、広告主が自己のホームページを提供するサーバである。
【００２３】
　生産者サーバ２０は、ＷＥＢサーバプログラム、及びホームページデータを格納してお
り、生産者が自己のホームページを提供するサーバである。
【００２４】
　広告契約サーバ３０は、ＷＥＢサーバプログラム、ＳＭＴＰサーバプログラム、ホーム
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ページデータ、及び契約情報データベースを格納しており、自社商品に付す他社の広告を
募集する生産者と、広告を他社商品に掲載したい広告主との契約等を実行する。
【００２５】
　広告主操作端末４０は、ブラウザプログラム及び電子メールプログラムを格納しており
、広告契約サーバ３０へのアクセスと電子メールの送受信を実行する。
【００２６】
　生産者操作端末５０は、ブラウザプログラム、電子メールプログラム、バーコード組込
ロゴ作成プログラム、バーコード組込ロゴ書込みプログラム、及びバーコード用データベ
ースを格納しており、バーコード組込ロゴを作成して物品に書き込む処理を実行する。
【００２７】
　需要者操作端末６０は、ブラウザプログラム、電子メールプログラム、及びバーコード
読取りプログラムを格納し、バーコード組込ロゴのバーコード部に書き込まれたデータの
読取り、及びこのデータに基づく広告主サーバ１０や生産者サーバ１０へのアクセスを実
行する。
【００２８】
　以上のシステム構成により、広告主は広告主操作端末４０を使用して広告契約サーバ３
０にアクセスし、生産者は生産者操作端末５０を使用して広告契約サーバ３０にアクセス
して、広告掲載の契約をインターネット３上で行うことができる。
【００２９】
　生産者は、生産者操作端末５０を使用して物品５にバーコード組込ロゴ１０５を書込み
、販売店舗の棚４に出荷し、需要者はこれを購入することができる。
【００３０】
　物品５を購入した需要者は、物品５に書き込まれたバーコード組込ロゴ１０５を見て広
告を意識することができ、また需要者操作端末６０を使用して、バーコード組込ロゴ１０
５に記録されたデータに基づいて広告主サーバ１０や生産者サーバ２０にアクセスし各ホ
ームページを閲覧することができる。
【００３１】
　次に、図２に示すブロック図と共に、広告契約サーバ３０の構成について説明する。
【００３２】
　広告契約サーバ３０は、バス３３に接続して制御装置３１、記憶装置３２、入力装置３
４、表示装置３５、及び通信装置３６を備えている。
【００３３】
　制御装置３１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭで構成し、ＲＯＭに格納したプログラム
、及び記憶装置３２に格納したプログラムに従って、各種制御処理を実行する。
【００３４】
　記憶装置３２は、必要なプログラム及びデータを格納するハードディスクで構成し、制
御装置３１に対してプログラム及びデータの書込み及び読込を許容する。なお、ＷＥＢサ
ーバとして機能するためのＷＥＢサーバプログラム（ＰＧ）、電子メール送信サーバとし
て機能するためのＳＭＴＰサーバプログラム、ホームページ（ＨＰ）データ、及び契約情
報データベース（ＤＢ）も格納している。
【００３５】
　ここで契約情報データベースは、広告主募集データ及び商品募集データで構成しており
、各データは次の構成要素で構成している。
【００３６】
　広告主募集データは、募集期間、商品名、商品特性、品種／仕様、商品紹介情報、出荷
／販売地域、出荷／販売数量、商品販売価格、需要者層、広告単位、商品写真、出品者名
、出品者住所、出品者電話番号、出品者電子メールアドレス、登録日時、及び登録広告主
の各項目で構成している。
【００３７】
　商品募集データは、募集期間、希望商品、希望商品特性、希望販売地域、希望広告数量
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、希望需要者層、広告ロゴマーク、広告主名、広告主住所、広告主電話番号、広告主電子
メールアドレス、登録日時、及び登録生産者の各項目で構成している。
【００３８】
　入力装置３４は、キーボード及びマウスで構成し、入力された入力信号を制御装置３１
に送信することで、バーコード組込ロゴ１０５に変換するためのデータ入力等、利用者の
操作入力を許容する。
【００３９】
　表示装置３５は、ＣＲＴディスプレイ又は液晶ディスプレイで構成し、制御装置３１の
制御に従ってデータ入力画面等の必要な画面を表示する。
【００４０】
　通信装置３６は、ＬＡＮカードで構成し、制御装置３１の制御に従いインターネット３
（図１）を介して広告主操作端末４０及び生産者操作端末５０とデータ通信を実行する。
【００４１】
　以上の構成により、広告契約サーバ３０は広告主募集データ及び商品募集データを管理
することができ、広告主操作端末４０からの広告主募集データ検索や商品募集、生産者操
作端末５０からの商品募集データ検索や広告募集等、必要なデータ通信を許容することが
できる。
【００４２】
　なお、前述した広告主サーバ１０及び生産者サーバ２０については、広告契約サーバ３
０と同様に、制御装置、記憶装置、表示装置、及び通信装置で構成すればよいことは周知
のとおりである。
【００４３】
　次に、図３に示すブロック図と共に、生産者操作端末５０の構成について説明する。
【００４４】
　生産者操作端末５０は、バス５３に接続して制御装置５１、記憶装置５２、入力装置５
４、表示装置５５、通信装置５６、及び印刷装置５７を備えている。
【００４５】
　制御装置５１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭで構成し、ＲＯＭに格納したプログラム
、及び記憶装置５２に格納したプログラムに従って、各種制御処理を実行する。
【００４６】
　ホームページの閲覧を行うブラウザプログラム、電子メールを送受信する電子メールプ
ログラム、バーコード組込ロゴを作成するバーコード組込ロゴ作成プログラム、バーコー
ド組込ロゴを書込むバーコード組込ロゴ書込みプログラム、及びバーコード用データベー
スも格納している。
【００４７】
　バーコード用データベースは、バーコード用データで構成する。このバーコード用デー
タは、バーコードとして物品５に書込むデータであり、Ａデータ内容、Ａ内容１、Ａ内容
２、Ａ内容３、Ｂデータ内容、…と、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの各種類のデータをそれぞれデータ
内容、内容１、内容２、及び内容３に整理して格納している。
【００４８】
　入力装置５４は、キーボード及びマウスで構成し、入力された入力信号を制御装置５１
に送信することで、バーコード組込ロゴ１０５に変換するためのデータ入力等、利用者の
操作入力を許容する。
【００４９】
　表示装置５５は、ＣＲＴディスプレイ又は液晶ディスプレイで構成し、制御装置５１の
制御に従ってデータ入力画面等の必要な画面を表示する。
【００５０】
　通信装置５６は、ＬＡＮカードで構成し、制御装置５１の制御に従いインターネット３
（図１）を介して広告主操作端末４０及び生産者操作端末５０とデータ通信を実行する。
【００５１】
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　印刷装置５７は、物品にバーコード組込ロゴを印刷するインクジェットプリンタである
。なお、印刷に使用するインクは、人間が食しても無害である繊維性のインクで構成する
。
【００５２】
　以上の構成により、生産者操作端末５０にて物品にバーコード組込ロゴを印刷すること
ができる。
【００５３】
　次に、図４に示すブロック図と共に、需要者操作端末６０の構成について説明する。
【００５４】
　需要者操作端末６０は、バス６３に接続して制御装置６１、記憶装置６２、入力装置６
４、表示装置６５、通信装置６６、及び読取装置６７を備えている。
【００５５】
　制御装置６１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭで構成し、ＲＯＭに格納したプログラム
、及び記憶装置６２に格納したプログラムに従って、各種制御処理を実行する。
【００５６】
　記憶装置６２は、必要なプログラム及びデータを格納するハードディスクで構成し、制
御装置６１に対してプログラム及びデータの書込み及び読込を許容する。なお、ホームペ
ージの閲覧を行うブラウザプログラム、電子メールを送受信する電子メールプログラム、
バーコード組込ロゴのバーコードを読み取るバーコード読取プログラムを格納している。
【００５７】
　入力装置６４は、キーボード及びマウスで構成し、入力された入力信号を制御装置６１
に送信することで、バーコード組込ロゴ１０５へ組み込むバーコードに変換するためのデ
ータ入力等、利用者の操作入力を許容する。
【００５８】
　表示装置６５は、ＣＲＴディスプレイ又は液晶ディスプレイで構成し、制御装置６１の
制御に従ってデータ入力画面等の必要な画面を表示する。
【００５９】
　通信装置６６は、ＬＡＮカードで構成し、制御装置６１の制御に従いインターネット３
（図１）を介して広告主操作端末４０及び生産者操作端末５０とデータ通信を実行する。
【００６０】
　読取装置６７は、物品にバーコード組込ロゴを印刷するインクジェットプリンタである
。なお、印刷に使用するインクは、人間が食しても無害である繊維性のインクで構成する
。　
　以上の構成により、広告主の希望する広告にバーコードを組み込んだバーコード組込ロ
ゴを商品である物品５に印刷することができる。
【００６１】
　次に、図５に示す処理フロー図と共に、広告契約サーバ３０にて実行する商品募集や広
告募集の掲載、契約の成立等を実行する処理について説明する。　
　広告主操作端末４０や生産者操作端末５０により広告契約サーバ３０にアクセスされる
と、広告契約サーバ３０は、アクセスしてきた端末（４０，５０）のブラウザ画面に図６
の画面イメージ図に示すトップメニュー画面８１を表示させる（ステップｎ１）。
【００６２】
　なお、トップメニュー画面８１を表示するに際して、ＩＤとパスワードによるユーザ認
証や、ＭＡＣアドレスによるユーザ認証等の適宜の認証を行い、アクセスしている者を特
定できる状態で処理を行う。
【００６３】
　トップメニュー画面８１にて「バーコード組込ロゴについて」と記載した説明リンクボ
タン８１ａがクリックされると（ステップｎ２）、図示省略する説明画面を表示する（ス
テップｎ３）。この説明画面では、広告としてロゴマークが使用できる旨等、バーコード
組込ロゴに関する詳細説明をＱ＆Ａ方式等で表示して提供する。
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【００６４】
　トップメニュー画面８１にて「広告を付ける商品を検索する」と記載した商品検索リン
クボタン８１ｂがクリックされると（ステップｎ４）、後述する商品検索処理を実行する
（ステップｎ５）。
【００６５】
　トップメニュー画面８１にて「広告を付ける商品を募集する」と記載した商品募集リン
クボタン８１ｃがクリックされると（ステップｎ６）、後述する商品募集処理を実行する
（ステップｎ７）。
【００６６】
　トップメニュー画面８１にて「広告主を探す」と記載した広告主検索リンクボタン８１
ｄがクリックされると（ステップｎ８）、後述する広告主検索処理を実行する（ステップ
ｎ９）。
【００６７】
　トップメニュー画面８１にて「広告主を募集する」と記載した広告主募集リンクボタン
８１ｅがクリックされると（ステップｎ１０）、後述する広告主募集処理を実行し（ステ
ップｎ１１）、処理を終了する。
【００６８】
　以上の動作により、広告主は広告が掲載可能な商品を検索して広告掲載を依頼する、あ
るいは広告を掲載してくれる商品を募集することが可能となる。また、商品生産者は、商
品に広告を希望する広告主を検索する、あるいは広告を掲載してくれる広告主を募集する
といったことができる。
【００６９】
　次に、図７に示す処理フロー図と共に、商品検索処理（図５のステップｎ５）について
説明する。
【００７０】
　商品検索処理を開始すると、まず図８の画面イメージ図に示す商品一覧表示画面８２を
ブラウザ画面に表示させる（ステップｐ１）。
【００７１】
　ここで商品一覧表示画面８２には、広告の掲載が可能な商品を商品リスト８２ａとして
一覧表示しており、新着商品についてはＮｅｗマークを付けて解りやすくしている。
【００７２】
　また、商品リスト８２ａとして表示している文字内容は、商品名や販売地等、その商品
に関する全情報から広告主にとって重要な情報を一部抜粋して表示している。
【００７３】
　商品リスト８２ａのいずれかの商品がクリックされて選択されると（ステップｐ２）、
図９の画面イメージ図に示す商品詳細情報表示画面８３をブラウザ画面に表示させる（ス
テップｐ３）。
【００７４】
　この商品詳細情報表示画面８３では、前記商品一覧表示画面８２にて表示できなかった
詳細情報８３ａを、商品の写真８３ｂと共に表示する。
【００７５】
　戻るボタン８３ｄがクリックされるとステップｐ１にリターンして一覧表示に戻り（ス
テップｐ４），広告掲載依頼ボタン８３ｃがクリックされるとクリックを行った広告主を
契約情報データベースの広告主募集データに登録する（ステップｐ５）。
【００７６】
　このとき、選択された商品の生産者へ電子メールにて広告掲載を受注したい旨の応募が
あった旨を送信し（ステップｐ６）、処理を終了する。　
　前記ステップｐ２で戻るボタン８３ｄがクリックされた場合は、そのまま商品検索処理
を終了する。
【００７７】
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　以上の動作により、広告主は広告の掲載が可能な商品を検索し、希望する商品を発見し
た際に広告掲載を応募することができる。表示される商品の情報には、顧客層や商品の特
性等も含まれているため、自社イメージに合うものや自社の開拓したい顧客層にターゲッ
トを絞り、効率の良い広告を行うことができる。
【００７８】
　次に、図１０に示す処理フロー図と共に、広告主が商品募集をかける商品募集処理（図
５のステップｎ７）について説明する。
【００７９】
　この商品募集処理では、まず図１１の画面イメージ図に示す商品募集情報入力画面８４
をブラウザ画面に表示させる（ステップｒ１）。
【００８０】
　商品募集情報入力画面８４には、入力が必要な各項目に文字入力を許容するテキストボ
ックス８４ａ、操作端末（４０，５０）内の画像データから添付画像を選択するための添
付画像選択画面を開く添付画像選択ボタン８４ｂ、登録ボタン８４ｃ、及びキャンセルボ
タン８４ｄを備える。
【００８１】
　テキストボックス８４ａにデータが入力されて登録ボタン８４ｃがクリックされると（
ステップｒ２）、テキストボックス８４ａに入力されたデータを広告契約サーバ３０の契
約情報データベースの商品募集データに登録する（ステップｒ３）。
【００８２】
　前記ステップｒ２でキャンセルボタン８４ｄがクリックされた場合は、そのまま商品募
集処理を終了する。
【００８３】
　以上の動作により、広告主は広告掲載を希望する商品の条件を入力し、その条件を提示
して商品を募集することができる。
【００８４】
　次に、図１２に示す処理フロー図と共に、広告主検索処理（図５のステップｎ９）につ
いて説明する。
【００８５】
　広告主検索処理では、まず図１３の画面イメージ図に示すように、広告募集一覧表示画
面８５をブラウザ画面に表示させる（ステップｓ１）。
【００８６】
　ここで広告募集一覧表示画面８５には、広告の掲載を希望する広告主を広告募集リスト
８５ａとして一覧表示しており、新着の広告希望についてはＮｅｗマークを付けて解りや
すくしている。
【００８７】
　また、広告募集リスト８５ａとして表示している文字内容は、希望商品名や募集期間等
、その商品に関する全情報から広告主が希望する条件を一部抜粋して表示している。
【００８８】
　広告募集リスト８５ａのいずれかの広告募集がクリックされて選択されると（ステップ
ｓ２）、図１４の画面イメージ図に示す広告募集詳細情報表示画面８６をブラウザ画面に
表示させる（ステップｐ３）。
【００８９】
　この広告募集詳細情報表示画面８６では、前記広告募集一覧表示画面８５にて表示でき
なかった詳細情報８６ａを、広告となるロゴマークの画像８６ｂと共に表示する。
【００９０】
　戻るボタン８６ｄがクリックされるとステップｓ１にリターンして一覧表示に戻り（ス
テップｓ４），登録ボタン８６ｃがクリックされるとクリックを行った生産者を契約情報
データベースの商品募集データに登録する（ステップｓ５）。なお、クリックを行った生
産者は、トップメニュー画面８１を表示する際（図５のステップｎ１）のＩＤとパスワー
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ドによるログイン情報等により特定する。
【００９１】
　この登録の後、選択された広告募集の広告主へ電子メールにて広告受注の応募があった
旨を送信し（ステップｓ６）、処理を終了する。　
　前記ステップｓ２で戻るボタン８６ｄがクリックされた場合は、そのまま広告主検索処
理を終了する。
【００９２】
　以上の動作により、生産者は広告掲載する商品の募集を検索し、自己の商品が広告主の
希望条件に合致する場合に広告掲載の受注を応募することができる。表示される商品募集
の情報には、広告数量や広告ロゴマーク等も含まれているため、自社商品のイメージに合
うロゴマーク等に絞り、好ましい広告のみを受注するといったことが可能となる。
【００９３】
　次に、図１５に示す処理フロー図と共に、生産者が広告主募集をかける広告主募集処理
（図５のステップｎ１１）について説明する。
【００９４】
　この広告主募集処理では、まず図１６の画面イメージ図に示す広告主募集情報入力画面
８７をブラウザ画面に表示させる（ステップｕ１）。
【００９５】
　広告主募集情報入力画面８７には、入力が必要な各項目に文字入力を許容するテキスト
ボックス８７ａ、生産者操作端末５０内の画像データから添付画像を選択するための添付
画像選択画面を開く添付画像選択ボタン８７ｂ、登録ボタン８７ｃ、及びキャンセルボタ
ン８７ｄを備える。
【００９６】
　テキストボックス８７ａにデータが入力されて登録ボタン８７ｃがクリックされると（
ステップｕ２）、テキストボックス８７ａに入力されたデータを広告契約サーバ３０の契
約情報データベースの広告主募集データに登録する（ステップｒ３）。
【００９７】
　前記ステップｕ２でキャンセルボタン８７ｄがクリックされた場合は、そのまま広告主
募集処理を終了する。
【００９８】
　以上の動作により、生産者は自己の商品の特性等をアピールして入力し、広告主を募集
することができる。
【００９９】
　次に、図１７に示す処理フロー図と共に、生産者操作端末５０で実行するロゴ雛型デー
タ作成処理について説明する。
【０１００】
　生産者操作端末５０では、受注した広告依頼に基づき、契約情報データベースの商品募
集データに格納された広告ロゴマーク、又は郵送や電子メールといった別途の手段で受け
取った広告ロゴマークを読み取り、これをモニタに表示する（ステップｖ１）。なお、こ
の広告ロゴマークは、広告主の依頼を受けて生産者や外注業者にて作成しても良い。
【０１０１】
　生産者操作端末５０は変数ｉに０を代入して初期化し（ステップｖ２）、変数ｉに１加
算する（ステップｖ３）。
【０１０２】
　生産者操作端末５０は、図１８の画面イメージ図に示すように、バーコード組込領域指
定画面９１をモニタに表示し、広告ロゴマーク１０１に対するバーコード組込領域１０２
（ｉ）の設定を許容する（ステップｖ４）。
【０１０３】
　このとき、広告ロゴマーク表示部９１ａに表示した広告ロゴマーク１０１は黒一色で表
現されており、バーコード組込領域１０２（ｉ）は、黒色部分（有色部分）からはみ出し
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て配置することはできないように設定している。これにより、広告ロゴマーク１０１の美
観が損なわれることを防止している。
【０１０４】
　バーコード変更ボタン９１ｃがクリックされると（ステップｖ５）、ステップｖ３にリ
ターンし、変数ｉに１加算して次のバーコードを配置する領域の設定を許容する。
【０１０５】
　このとき、先に配置したバーコード組込領域１０２（ｉ－１）とは異なる色で画面上に
表示する等、はめ込まれるバーコードの種類が判別可能なように表示する。
【０１０６】
　前記ステップｖ５で登録ボタン９１ｄがクリックされた場合は、作成されたデータをロ
ゴ雛型データとしてハードディスク内に記憶する（ステップｖ６）。
【０１０７】
　なお、やり直しボタン９１ｂは領域設定の処理を１つ前の状態に戻すボタンであり、キ
ャンセルボタン９１ｅはロゴ雛型データ作成処理をキャンセルするボタンである。
【０１０８】
　以上の動作により、広告ロゴマークをバーコードを埋め込み可能な状態に編集し、任意
のバーコードを広告ロゴマークに自動組み込み可能な状態とすることができる。
【０１０９】
　次に、図１９に示す処理フロー図と共に、生産者操作端末５０で実行する書込み処理の
動作について説明する。
【０１１０】
　生産者操作端末５０は、図２０に示すデータ入力画面９２を表示し、データ入力を許容
する（ステップｗ１）。
【０１１１】
　ここで入力データＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄとして４種類のデータ入力を許容しており、各データ
には、データ内容、内容１、内容２、及び内容３の入力が可能なようにテキストボックス
９２ａを備えている。
【０１１２】
　データ入力が行われてＯＫボタン９２ｅがクリックされると、生産者操作端末５０は前
述したロゴ雛型データを読み出し（ステップｗ２）、変数ｉに１を代入して初期化する（
ステップｗ３）。
【０１１３】
　生産者操作端末５０は、入力データ（ｉ）が入力されているか否か、すなわちｉ＝１で
あれば入力データＡ、ｉ＝２であれば入力データＢが入力されているか否かを判定する（
ステップｗ４）。
【０１１４】
　入力データ（ｉ）が入力されていれば、該入力データ（ｉ）に予め定めたパターン化規
則を適用し、図２１のイメージ図に示すように二次元バーコード１０４（ｉ）を作成する
（ステップｗ５）。なお、この実施形態で利用する二次元バーコード１０４としては、セ
ルをマトリクス状に配置する二次元バーコードを利用する。
【０１１５】
　生産者操作端末５０は、この二次元バーコード１０４をロゴ雛型データのバーコード組
込領域１０２（ｉ）に嵌め込み合成して組み込み（ステップｗ６）、変数ｉに１加算する
（ステップｗ７）。
【０１１６】
　前記ステップｗ４で入力データ（ｉ）が空であった場合は、該当するバーコード組込領
域１０２（ｉ）に、印刷時の広告ロゴマークの地模様を嵌め込み合成して組み込む（ステ
ップｗ６）。これにより、入力データのないバーコード組込領域１０２（ｉ）が空白とな
って広告ロゴマークの美観を損なうことを防止している。
【０１１７】
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　生産者操作端末５０は、変数ｉが予め定めた規定数ｎより小さいか同じであればステッ
プｗ４にリターンし（ステップｗ８）、変数ｉが規定数ｎより大きければ、図２２のイメ
ージ図に示すように、完成したバーコード組込ロゴ１０５を商品に直接印刷する（ステッ
プｗ９）。
【０１１８】
　なお、バーコード組込ロゴ１０５は、広告ロゴマーク１０１中で二次元バーコード１０
４がはめ込まれている部分以外は、地模様１０６で埋め尽くすように構成している。この
地模様１０６は、単なる黒の塗りつぶしではなく、二次元バーコード１０４の平均的濃度
と同程度の濃度の白黒模様にて構成する。
【０１１９】
　以上の動作により、図２３の斜視図に示すように、バーコードを埋め込んだ広告ロゴマ
ークであるバーコード組込ロゴ１０５を、青果等の商品である物品５に印刷することがで
きる。
【０１２０】
　次に、図２４に示す処理フロー図と共に、需要者操作端末６０の制御装置６１の動作に
ついて説明する。
【０１２１】
　制御装置６１は、読取装置６７により物品５に印刷されたバーコード組込ロゴ１０５を
スキャニングし、画像データを取得する（ステップｙ１）。このとき取得する画像データ
は、二次元バーコード１０４を解析可能とするために、二次元バーコード１０４のセルの
解像度と同一又はそれより高い解像度の画像データを取得する。
【０１２２】
　制御装置６１は、取得した画像データから、二次元バーコード１０４の向きや角度を検
出し、セルを配置しているマトリックスパターンも取得して、二次元バーコード１０４と
して記録されたデータを正確に読み取る（ステップｙ２）。
【０１２３】
　このとき、複数の二次元バーコード１０４を読み取ることとなるが、重複する同一デー
タについては１つのデータを残して他のデータを破棄し、汚れや傷等によって正常に読み
取れない二次元バーコード１０４のデータについても破棄する。
【０１２４】
　このようにしてデータの読取りが完了すると、制御装置６１は、複数の二次元バーコー
ド１０４から取得した各種データを表示装置６５に表示し、利用者による閲覧を許容する
（ステップｙ３）。　
　表示されるデータには生産者のＵＲＬと販売店（この実施形態では広告主に該当）のＵ
ＲＬも含まれるため、これを押下してブラウザを起動することで、生産者や広告主のホー
ムページを閲覧することができ、そこからより詳細な情報を閲覧することができる。
【０１２５】
　またこの画面には、ユーザ登録ボタンを表示しており、ユーザ登録にてアンケート等の
記入を行うことにより、賞品獲得の抽選に参加できる旨も表示する。　
　ユーザ登録ボタンがクリックされると（ステップｙ４）、制御装置６１は入力処理を実
行する（ステップｙ５）。
【０１２６】
　この入力処理では、需要者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスといったユー
ザ情報、物品５（商品）に関するアンケート情報、物品５に対する改善案や環境意識の要
望である要望情報、及び希望する賞品（景品、グリーンクレジット、地域通過等）の賞品
情報を入力許容する。
【０１２７】
　入力が完了するか、前記ステップｙ４でユーザ登録ボタンがクリックされなかった場合
は、処理を終了する。　
　なお、賞品当選の抽選結果は、後日電子メールを送信し、その電子メールに記入したＵ
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ＲＬのホームページにアクセスすることで結果が見れるようにする。
【０１２８】
　以上の動作により、物品５に付された二次元バーコード１０４に記録されたデータを読
み取ることが可能となる。
【０１２９】
　以上に説明したバーコード組込ロゴ書込みシステム１により、生産者は、需要者が情報
開示を望む産地や残留農薬濃度といった商品に関する詳細情報をバーコードに記録して物
品５に付すことができ、このバーコードを付すことによるコスト増を広告量収入によって
賄うことができる。
【０１３０】
　広告主は、新しい広告媒体として各種の物品５に自社の広告ロゴマークを付す事ができ
、物品５を適切に選択することで、広告対象とする需要者層を適切に絞り込むことができ
、マーケティング戦略に基づく適切な広告を行うことができる。
【０１３１】
　バーコードに記録されたデータには、生産者のホームページや広告主のホームページの
アドレスが含まれているため、需要者はさらに詳細な情報をホームページにて取得するこ
とができる。
【０１３２】
　バーコードに記録する生産者のホームページアドレスは、例えば広告主用の設定を施し
たアドレスとすることができる。これにより、その物品５に付されたバーコードから生産
者のホームページにアクセスされた場合のみ、その物品５のバーコード組込ロゴ１０５の
広告主のホームページへリンクする広告表示を行なう構成とするといったことができる。
【０１３３】
　二次元バーコード１０４には多量のデータが格納でき、これを更に複数種類配置するた
め、需要者に提供すべきデータを十分に記録することができ、需要者及び生産者の満足度
を向上させることができる。
【０１３４】
　バーコード組込ロゴ１０５は、白黒模様である二次元バーコード１０４と、白黒模様で
ある地模様１０６で構成しているため、二次元バーコード１０４部分と地模様１０６部分
との境目が目視上は判別しづらく、美観を損なわずにデータを記録することができる。
【０１３５】
　また、バーコード組込ロゴ１０５の二次元バーコード１０４を需要者操作端末６０で読
み取るに際しては、画一的なパターンである地模様１０６とは判別することができるため
、正確にデータを読み取ることができる。
【０１３６】
　さらに、入力データＡは４個、入力データＢは３個、入力データＣは４個、入力データ
Ｄは１６個といったように、同一データの二次元バーコード１０４を複数ずつ記録してい
るため、一部の二次元バーコード１０４が汚れや傷等により読めなくなっても、他の同一
データを格納した二次元バーコード１０４を読み取り可能であり高い信頼性を確保するこ
とができる。
【０１３７】
　また、需要者がユーザ登録による賞品当選の抽選結果を見るためには後日送信された電
子メールから再度ホームページにアクセスする必要があるため、このときに再度広告表示
を行なうことで、広告主の広告を１商品で複数回需要者に行うことができる。
【０１３８】
　また、ユーザ登録により需要者情報（顧客情報）が得られるため、後日にダイレクトメ
ールや電子メール等によって割引情報等を提供し、広告主や生産者が顧客獲得に繋げるこ
とができる。
【０１３９】
　また、物品５の詳細な情報を二次元バーコード１０４に記録し、これを需要者が読み取
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れるため、例えば物品５が青果の場合に無農薬や有機栽培といった栽培方法まで知ること
ができる。
【０１４０】
　これにより、需要者は環境保全を考えている商品を選択して購入することが可能となり
、環境保全に貢献し、また自国産の青果を購入して自給率向上に貢献し、またこういった
農家へ貢献するといったことができ、生産者との連帯感とステータス意識を醸成すること
ができる。
【０１４１】
　この場合、例えば需要者がホームページ等でグループを作り、環境保全に適した物品を
そのグループで選択して登録し、グループメンバーが登録された物品を選択して購入でき
る環境を提供しても良い。　
　これにより、グループメンバーは環境保全に良いものを購入し、これを他のメンバーと
競うことでステータスを得るといったことができる。
【０１４２】
　なお、図２５の他の例のバーコード組込ロゴ１０５に示すように、向きや角度を正確に
検出するための位置検出パターン１０４ａ、及びセルの配置座標を検出するためのタイミ
ングパターン１０４ｂ、及び誤り訂正率とマスクパターンを示すフォーマット情報１０４
ｃを、二次元バーコード１０４に備えても良い。
【０１４３】
　さらに、所定間隔の隙間（マージン）をあけて二次元バーコード１０４を配置しても良
い。　
　これらにより、二次元バーコード１０４の読み取り精度及び読取り速度を向上すること
ができる。
【０１４４】
　また、図２６の他の例のバーコード組込ロゴ１０５に示すように、二次元バーコード１
０４でロゴを描き、また、スケールの異なる二次元バーコード１０４を組み込んだ構成と
しても良い。
【０１４５】
　これにより、異なるスケールの二次元バーコード１０４を組み合わせて情報量を増加す
ることができる。
【０１４６】
　この場合、スケールを異ならせる方法として、二次元バーコード１０４に記録可能な情
報量はそのままに相似形に拡大／縮小することでスケールを異ならせ、解像度の異なる二
次元バーコード１０４を読み取る構成とすると良い。
【０１４７】
　また、スケールを異ならせる他の方法として、二次元バーコード１０４の要素（０か１
かを表す空白か塗りつぶしかの升目部分）の大きさはそのままで１つの二次元バーコード
１０４に記憶可能なデータ容量を変化させて全体の大きさを異ならせても良い。
【０１４８】
　また、地模様１０６を、図２４に示したように、二次元バーコード１０４とは全くパタ
ーンが異なる斜線等の模様にて構成しても良い。　
　これにより、二次元バーコード１０４の読み取り精度及び読取り速度を向上することが
できる。
【０１４９】
　また、バーコードを二次元バーコードで構成したが、ＪＡＮコード等の一次元バーコー
ドで構成しても良い。　
　これにより、一次元バーコードでもデータを格納することができる。
【０１５０】
　また、カメラ付き携帯電話に読取り処理（図２４のステップｙ１～ｙ３）を実行する二
次元バーコード読取りプログラムをインストールし、需要者がバーコード組込ロゴ１０５
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中の二次元バーコード１０４をカメラ付き携帯電話のＣＣＤカメラで撮影して読み取れる
ように構成しても良い。
【０１５１】
　また、バーコード組込ロゴ１０５はモノクロ一色に限らず、任意の一色にて印刷する構
成としても良い。この場合、広告主のイメージカラーを表現することが可能となる。
【０１５２】
　また、バーコード組込ロゴ１０５を複数色のカラー印刷にて構成しても良い。この場合
、少なくとも二次元バーコード１０４部分は所定値以上の濃度若しくは明度の色で構成す
ると良い。これにより、彩り豊かなバーコード組込ロゴ１０５を提供でき、広告効果を高
めることができる。
【０１５３】
　また、印刷装置５７の代わりに、微細レーザによりバーコード組込ロゴ１０５を物品５
に刻印するレーザ書込み装置を備えても良い。　
　この場合は、インクが不要となり、物品５の味（皮部分の味など）に影響を与えること
なくバーコード組込ロゴ１０５を書き込むことができる。
【０１５４】
　また、広告ロゴマーク１０１に替えて、マスコット、屋号、標識、案内図、校章、文字
、絵、写真等、他の図表に二次元バーコード１０４を組み込み、バーコード組込ロゴ１０
５を構成しても良い。　
　これにより、多種多様なバーコード組込ロゴ１０５を提供することができる。
【０１５５】
　この発明の構成と、上述の実施形態との対応において、
この発明のコード組込画像記録システムは、実施形態のバーコード組込ロゴ書込みシステ
ム１に対応し、
以下同様に、
対象物品は、物品５に対応し、
広告依頼受付サーバは、広告契約サーバ３０に対応し、
コード組込画像記録装置は、生産者操作端末５０に対応し、
コード生成手段は、ステップｎ５を実行する制御装置５１に対応し、
コード組込画像生成手段は、ステップｗ２～ｗ９を実行する制御装置５１に対応し、
記録手段は、印刷装置５７に対応し、
コード組込画像は、バーコード組込ロゴ１０５に対応し、
詳細情報は、入力データＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄに対応し、
広告依頼は、ステップｐ４～ｐ６に対応するも、
この発明は、上述の実施形態の構成のみに限定されるものではなく、多くの実施の形態を
得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５６】
【図１】バーコード組込ロゴ書込みシステムのシステム構成図。
【図２】広告契約サーバのブロック図。
【図３】生産者操作端末のブロック図。
【図４】需要者操作端末のブロック図。
【図５】広告契約サーバにて実行する処理の処理フロー図。
【図６】トップメニュー画面の画面イメージ図。
【図７】商品検索処理の処理フロー図。
【図８】商品一覧表示画面の画面イメージ図。
【図９】商品詳細情報表示画面の画面イメージ図。
【図１０】商品募集処理の処理フロー図。
【図１１】商品募集情報入力画面の画面イメージ図。
【図１２】広告主検索処理の処理フロー図。
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【図１３】広告募集一覧表示画面の画面イメージ図。
【図１４】広告募集詳細情報表示画面の画面イメージ図。
【図１５】広告主募集処理の処理フロー図。
【図１６】広告主募集情報入力画面の画面イメージ図。
【図１７】ロゴ雛型データ作成処理の処理フロー図。
【図１８】バーコード組込領域指定画面の画面イメージ図。
【図１９】生産者操作端末で実行する書込み処理の処理フロー図。
【図２０】データ入力画面の画面イメージ図。
【図２１】二次元バーコードのイメージ図。
【図２２】バーコード組込ロゴのイメージ図。
【図２３】バーコード組込ロゴを印刷した物品のイメージ図。
【図２４】需要者操作端末による読取り処理の処理フロー図。
【図２５】他の例のバーコード組込ロゴのイメージ図。
【図２６】他の例のバーコード組込ロゴのイメージ図。
【符号の説明】
【０１５７】
　　１…バーコード組込ロゴ書込みシステム
　　５…物品
　　３０…広告契約サーバ
　　５０…生産者操作端末
　　５１…制御装置
　　５７…印刷装置
　　１０１…広告ロゴマーク
　　１０４…二次元バーコード
　　１０５…バーコード組込ロゴ
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